
＜区域内地区＞

区 域 地 区

第１区域 次に掲げる地区

(1) 金足片田地区、金足黒川地区、金足高岡地区および金足

吉田地区

(2) 金足岩瀬地区、金足浦山地区、金足追分地区、金足大清

水地区、金足小泉地区、金足下刈地区、金足鳰崎地区およ

び金足堀内地区

(3) 下新城地区

(4) 飯島地区

(5) 上新城地区

(6) 寺内地区、八橋地区、土崎地区、将軍野地区および港北

地区

第２区域 次に掲げる地区

(1) 旭川地区、泉地区、保戸野地区、新藤田地区、手形地区、

濁川地区、添川地区、山内地区および仁別地区

(2) 広面地区、楢山地区、柳田地区、東通地区、南通地区、

中通地区および千秋地区

(3) 外旭川地区

(4) 太平地区

(5) 下北手地区、横森地区および桜地区

第３区域 次に掲げる地区

(1) 下浜地区

(2) 新屋地区、勝平地区、旭南地区、川尻地区、川元地区、

山王地区および浜田地区

(3) 豊岩地区

(4) 四ツ小屋地区、御所野地区および御野場地区

(5) 仁井田地区、大住地区、牛島地区、茨島地区および卸町

地区

(6) 上北手地区および南ケ丘地区

第４区域 次に掲げる地区

(1) 河辺赤平地区、河辺大張野地区、河辺大沢地区および

河辺高岡地区

(2) 河辺諸井地区、河辺和田地区および河辺神内地区

(3) 河辺戸島地区、河辺畑谷地区および河辺豊成地区

(4) 河辺松渕地区および河辺北野田高屋地区

(5) 河辺岩見地区

(6) 河辺三内地区



第５区域 次に掲げる地区

(1) 雄和女米木地区、雄和戸賀沢地区および雄和相川地区

(2) 雄和左手子地区、雄和種沢地区および雄和平尾鳥地区

(3) 雄和神ケ村地区、雄和碇田地区および雄和萱ケ沢地区

(4) 雄和新波地区、雄和向野地区および雄和繋地区

(5) 雄和田草川地区および雄和芝野新田地区

(6) 雄和妙法地区、雄和石田地区、雄和平沢地区、雄和椿川

地区および雄和下黒瀬地区


